
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 訓 令 第 ２ 号  

部 内 一 般    

大 阪 広 域 水 道 企 業 団 電 子 署 名 規 程 （ 平 成 23年 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 訓 令

第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

令 和 ６ 年 10月 18日  

大 阪 広 域 水 道 企 業 団  

企 業 長  永 藤  英 機  

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に

下 線 で 示 す よ う に 改 正 す る 。  

改正後 改正前 

（趣旨） （趣旨） 

第１条  この規程は、電子署名の実施並び

に職署名カードの保管及び使用に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

第１条  この規程は、電子署名の実施並び

に職署名カードの管守及び使用に関し必

要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

(１ ) （略） (１ ) （略） 

(２ ) 職署名カード  電子署名（電子契

約書に係 るものを 除く。第 ５号にお い

て同じ。 ）を実施 するため に用いる 符

号及びこ れを格納 したカー ド（電磁 的

記録（電 子的方式 、磁気的 方式その 他

人の知覚 によって は認識す ることが で

きない方 式で作ら れる記録 であって 、

電子計算 機による 情報処理 の用に供 さ

れるもの をいう。 以下同じ 。）に係 る

記 録 媒 体 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） を い

う。 

(２ ) 職署名カード  電子署名を実施す

るために 用いる符 号及びこ れを格納 し

たカード （電磁的 記録に係 る記録媒 体

をいう。以下同じ。）をいう。 

(３ ) （略） (３ ) （略） 

(４ ) 電子契約書  契約内容を記録した

電子文書をいう。 

 

(５ ) （略） (４ ) （略） 

(６ ) 電子契約システム  電気通信回線

を通じて 接続され ている電 子計算機 を

利用して 契約を締 結するた めのシス テ

ムであっ て、大阪 広域水道 企業団企 業

長（以下 「企業長 」という 。）が定 め

るものをいう。 

 

 

 

（電子署名の実施）  



第３条  電子署名は、電子契約書に係るも

のを除き、職署名カードを用いて行うも

のとする。 

 

２  前項の規定にかかわらず、特別の用途

のために同項の規定により電子署名を行

う場合は、企業長の承認を受けて、電子

署名及び認証業務に関する法律（平成 12

年法律第102号）第８条に規定する認定認

証事業者が発行する、電子署名を実施す

るために用いる符号及びこれを格納した

カードを職署名カードとみなして用いる

ことができる。 

 

３  電子契約書に係る電子署名は、電子契

約システムを用いて行うものとする。 

 

 

（職署名及び職署名カードの保管者） （職署名及び職署名カードの管守者） 

第４条  職署名カードによる電子署名を行

う た め に 必 要 な 電 子 署 名 の 職 名 （ 以 下

「職署名」という。）及び職署名カード

の保管者（以下「職署名カード保管者」

という。）は、次の表のとおりとする。 

第３条  電子文書を施行するために必要な

電 子 署 名 の 職 名 （ 以 下 「 職 署 名 」 と い

う。）及び職署名カードの管守者（以下

「職署名カード管守者」という。）は、

次の表のとおりとする。 

職署名 職署名カード保管者 

（略） （略） 
 

職署名 職署名カード管守者 

（略） （略） 
 

２ （略） ２ （略） 

３  前２項に規定する職署名以外の職署名

に係る電子署名を職署名カードにより行

おうとする者は、企業長の承認を受けな

ければならない。 

 

３  前２項に規定する職署名以外の職署名

に係る電子署名を行おうとする者は、大

阪 広 域 水 道 企 業 団 企 業 長 （ 以 下 「 企 業

長」という。）の承認を受けなければな

らない。 

 

第５条・第６条 （略）  

 

第４条・第５条 （略）  

 

（職署名カードの保管方法） （職署名カードの管守方法） 

第７条  職署名カード保管者は、次に掲げ

る方法により、職署名カードの保管を適

切に行わなければならない。 

第６条  職署名カード管守者は、次に掲げ

る方法により、職署名カードの管守を適

切に行わなければならない。 

(１ )～ (３) （略） 

 

(１ )～ (３) （略） 

 

（職署名カード取扱者） （職署名カード取扱者） 

第８条  職署名カード保管者は、職員のう

ちから職署名カード取扱者を指定しなけ

ればならない。 

第７条  職署名カード管守者は、職員のう

ちから職署名カード取扱者を指定しなけ

ればならない。 



２  職署名カード取扱者は、職署名カード

保管者の指揮監督を受けて、職署名カー

ドによる電子署名に関する事務を処理す

るものとする。 

２  職署名カード取扱者は、職署名カード

管守者の指揮監督を受けて、電子署名に

関する事務を処理するものとする。 

 

 （職署名カードの使用） 

 第８条  電子署名は、職署名カードを用い

て行うものとする。 

 ２  前項の規定にかかわらず、特別の用途

のために電子署名を行う場合は、企業長

の承認を受けて、電子署名及び認証業務

に関する法律（平成12年法律第102号）第

８条第１項に規定する認定認証事業者が

発行する、電子署名を実施するために用

いる符号及びこれを格納したカードを職

署名カードとみなして用いることができ

る。 

 

（職署名カードによる電子署名の付与） （電子署名の付与） 

第９条  職署名カード取扱者は、電子署名

の付与を行うシステムを利用する方法に

よ り 施 行 す る 電 子 文 書 （ 以 下 「 施 行 文

書」という。）について、職署名カード

による電子署名を付与しようとするとき

は、当該施行文書を決裁の終わった文書

と照合し、相違がないことを確認の上、

電子署名の付与を行い、かつ、当該施行

文書に当該電子署名に係る電子証明書を

添付しなければならない。 

 

第９条  職署名カード取扱者は、電子署名

の付与を行うシステムを利用する方法に

よ り 施 行 す る 電 子 文 書 （ 以 下 「 施 行 文

書」という。）について、電子署名を付

与しようとするときは、当該施行文書を

決裁の終わった文書と照合し、相違がな

いことを確認の上、電子署名の付与を行

い、かつ、当該施行文書に当該電子署名

に係る電子証明書を添付しなければなら

ない。 

 

（職署名カードの使用に係る事前協議） （職署名カードの使用に係る事前協議） 

第 10条  職署名カードの使用が必要とされ

る場合には、当該職署名カードの保管者

となる者は、総務課長に協議しなければ

ならない。 

第 10条  職署名カードの使用が必要とされ

る場合には、当該職署名カードの管守者

となる者は、総務課長に協議しなければ

ならない。 

２ （略） 

 

２  （略） 

 

（電子契約書署名実施者等）  

第 11条  電子契約書に係る電子署名を行う

者（以下「電子契約書署名実施者」とい

う。）は、経営管理部財務課長とする。 

 

２  電子契約書署名実施者は、職員のうち

から電子契約書署名取扱者を指定しなけ

ればならない。 

 

 



３  電子契約書署名取扱者は、電子契約書

署名実施者の指揮監督を受けて、電子契

約書に係る電子署名に関する事務を処理

するものとする。 

 

 

（電子契約書に係る電子署名の付与）  

第 12条  電子契約書署名取扱者は、電子契

約システムを利用する方法により電子契

約書に電子署名を付与しようとするとき

は、当該契約書を決裁の終わった文書と

照合し、相違がないことを確認の上、電

子署名の付与を行わなければならない。 

 

 

別表（第４条関係） 

職署名 職署名カード保管者 

（略） （略） 
 

別表（第３条関係） 

職署名 職署名カード管守者 

（略） （略） 
 

附  則  

こ の 規 程 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  


